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平成３１年３月大竹市議会定例会（第１回）議案の概要（新年度予算議案を除く）  
 議案番号 件       名 内             容 提案説明者 
 

１  
議案第 12号  

消費税率及び地方消費税率の改定に伴

う関係条例の整理について 

（総務部企画財政課）   

（総務部産業振興課）   

（市民生活部自治振興課） 

（市民生活部環境整備課） 

（健康福祉部地域介護課） 

（健康福祉部保健医療課） 

（建設部土木課）     

（建設部都市計画課）   

（教育委員会総務学事課） 

（教育委員会生涯学習課） 

（上下水道局業務課）   

  

 
１ 改正の理由 

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うため

の消費税法の一部を改正する等の法律等により，消費税及び地方消費税

の税率が平成３１年１０月１日から１０％に引き上げられることに伴

い，関係条例の一部を改正するもの。 

２ 改正する条例 

(１) 大竹市弥栄周辺広場設置及び管理条例 

(２) 大竹市地区集会所設置及び管理条例 

(３) 大竹市行政財産の使用料に関する条例 

(４) 大竹市農林振興センター条例 

(５) 大竹市マロンの里設置及び管理条例 

(６) 大竹市広原農村公園設置及び管理条例 

(７) 大竹市漁港管理条例 

(８) 大竹市漁港区域内占用料等徴収条例 

(９) 大竹市漁業共同利用施設設置及び管理条例 

(１０) 大竹市総合福祉センター設置及び管理条例 

(１１) 大竹市地域福祉会館設置及び管理条例 

(１２) 大竹市休日診療所設置及び管理条例 

(１３) 大竹市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 

(１４) 大竹市斎場条例 

(１５) 大竹市道路占用料徴収条例 

(１６) 大竹市海岸保全区域内占用料等徴収条例 

(１７) 大竹市公園条例 

(１８) 学校教育施設使用条例 

(１９) 大竹市立公民館使用条例 

(２０) 大竹会館条例 

(２１) 大竹市総合市民会館条例 

(２２) 大竹市立図書館条例 

(２３) 大竹市自然の家やさか設置及び管理条例 

(２４) 大竹市海の家あたた設置及び管理条例  

 
副 市 長 
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 議案番号 件       名 内             容 提案説明者     

(２５) 大竹市水道条例 

(２６) 大竹市工業用水道条例 

(２７) 大竹市下水道条例 

(２８) 大竹市漁業集落排水処理施設条例 

(２９) 大竹市農業集落排水処理施設条例 

３ 改正の主な内容 

(１) 使用料等を本体価格に消費税率１０％を乗じた額に改める。 

(２) 消費税率「１００分の１０８」，「１．０８」の規定をそれぞれ「１

００分の１１０」，「１．１０」に改める。 

４ 施行期日等 

(１) 使用料及び手数料に関するもの 平成３１年４月１日 

※ 経過措置として，改正後の使用料・手数料は，平成３１年１０月

１日以後の利用等に係るものについて適用し，同日までの利用等に

係るものについては，改正前の使用料及び手数料を適用する。 

(２) 水道料金等に関するもの 平成３１年１０月１日 

※ 経過措置として，平成３１年１０月１日以前から継続して使用し

ているもので，平成３１年１０月３１日までに料金が確定するもの

については，改正前の料金を適用する。 
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 議案番号 件       名 内             容 提案説明者  
２  

議案第 13号  
大竹市附属機関設置に関する条例の一

部改正について 

（健康福祉部地域介護課） 

（建設部土木課）     
 

１ 改正の理由 

現在設置している高齢者施策及び介護保険制度に関して市民，有識者

等から意見を聴取する会議等について，今後，合議体として調査審議し

ていく必要があるため，これらの会議を附属機関として改めて設置し，

また，新たに地域福祉に関する事項及び成年後見制度の利用の促進に関

する基本的な事項について調査審議を行う附属機関と公共交通機関，建

築物，公共施設等のバリアフリー化を推進する方針及び基本構想の作

成，実施等に関して協議，評価を行う附属機関を設置するよう，本条例

の一部を改正するもの。 
２ 改正内容（設置する附属機関の概要） 
設置する附属機関 担任する事務の概要 
大竹市地域福祉等推

進協議会 １ 地域福祉計画の策定及び変更に関する事

項等の調査審議 

２ 成年後見制度の利用の促進に関する基本

的な事項の調査審議 

大竹市老人ホーム入所

判定委員会 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームへの

入所措置の要否の判定に関する事項の審査 

大竹市高齢者福祉及び

介護保険事業推進委員

会 １ 老人福祉計画及び介護保険事業計画の策

定等に関する事項等の調査審議 

２ 所管介護サービス事業者の指定及び運営

に関する事項の調査審議 

大竹市地域包括支援セ

ンター運営協議会 地域包括支援センターの設置及び運営に関す

る事項の調査審議 

大竹市移動等円滑化促

進協議会 移動等円滑化促進方針及び移動等円滑化基本

構想の作成，実施等に関する協議，評価等 

 

３ 施行期日 
平成３１年４月１日 

 

 
副 市 長  
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 議案番号 件       名 内             容 提案説明者  
３  

議案第 14号  

大竹市情報公開条例及び大竹市個人情

報保護条例の一部改正について 

（総務部企画財政課）  

１ 改正の理由及び内容 

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の一部が改正され

たことを踏まえ，個人情報の定義を明確化するとともに，収集を制限す

る個人情報を追加するため，大竹市情報公開条例及び大竹市個人情報保

護条例の一部を改正するもの。 

２ 改正の主な内容 

(１) 「個人情報」の定義の明確化 

個人情報の定義である「当該情報に含まれる氏名，生年月日その

他の記述等」の「その他の記述等」について，「文書，図画若しく

は電磁的記録に記載され，若しくは記録され，又は音声，動作その

他の方法を用いて表された一切の事項」と定義し，個人情報の定義

を明確化する。 

(２) 個人識別符号を個人情報に含めることの明確化 

旅券番号などの個人識別符号について，個人情報に含めることを

明確化する。 

(３) 収集を制限する個人情報の追加 

収集を制限する個人情報に「人種，信条，社会的身分，病歴，犯

罪の経歴，犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差

別，偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を

要するものとして規則で定める記述等が含まれるもの」を加える。 

３ 施行期日 

平成３１年４月１日 
 

 
総務部長  

   



 

- 5 - 

 
 議案番号 件       名 内             容 提案説明者  
４  

議案第 15号  

大竹市コミュニティサロン設置及び管

理条例の一部改正について 

（市民生活部自治振興課）  

１ 改正の理由 

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うため

の消費税法の一部を改正する等の法律等により，消費税及び地方消費税

の税率が平成３１年１０月１日から１０％に引き上げられるため，ま

た，利用料金を１時間単位の料金に改めるため，本条例の一部を改正す

るもの。 

２ 改正の主な内容 

(１) ２時間単位（延長は１時間単位）となっている利用料金を１時間

単位に改める。 

(２) 利用料金を本体価格に消費税率１０％を乗じた額に改める。 

３ 施行期日等 

平成３１年４月１日 

※ 経過措置により，改正後の利用料金は，平成３１年１０月１日以後

の利用に係るものについて適用し，同日までの利用に係るものについ

ては，改正前の利用料金を適用する。 
 

 
市民生活

部 長  

 
５  

議案第 16号  

災害弔慰金の支給等に関する条例の一

部改正について 

（健康福祉部地域介護課）  

１ 改正の理由 
災害援護資金貸付に係る運用を改善し，災害による被災者支援の充実

を図るため，本条例の一部を改正しようとするもの。 

２ 改正の主な内容 

(１) 保証人を立てることが困難な被災者の実情を考慮し，保証人の要

件を緩和する。 

(２) 被災者の返済負担の軽減のため，貸付利率を「３％」から「３％

以内」とし，保証人を立てる場合は無利子とする。 

(３) 債権の確実な回収を行うため，年賦償還に加え，半年賦償還及び

月賦償還もできるようにする。 

３ 施行期日等 
平成３１年４月１日（ただし，施行日前に生じた災害により被害を受

けた者に対する貸付については，なお従前の例による。） 
 

 
健康福祉

部 長  
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 議案番号 件       名 内             容 提案説明者  
６  

議案第 17号  

大竹市阿多田保育園設置及び管理条例

の制定について 

（健康福祉部福祉課）  

１ 制定の理由 
平成３１年４月１日から大竹市阿多田児童館を廃止し，新たに大竹市

阿多田保育園を設置するため，本条例を制定するもの。 
２ 条例の主な内容 

（１） 認可保育所を設置することが著しく困難な地域の児童を保育

し，同地域の児童の健全な育成を図るため，認可外保育施設として

「大竹市阿多田保育園」を設置する。 

ア 対象者は，小学校就学の始期に達するまでの者であって，次に掲

げる要件の全てに該当するもの（市長が特に認めた者は，この限り

でない）。 

(ア) 阿多田地区に居住し，又は保護者が勤務している。 

(イ) 利用しようとする年度の４月１日現在満２歳以上である。 

(ウ) 集団生活への適応ができると認められる。 

イ 指定管理者が管理する。 

ウ 利用時間は，午前８時３０分から午後５時まで（市長の承認を得

てこれを変更できる）。 

エ 利用料金は，児童１人につき月額６，０００円を限度とし，指定

管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。 

(２) 大竹市阿多田児童館を廃止する。 

３ 施行期日 
平成３１年４月１日 

 

 
健康福祉

部 長  

 
７  

議案第 18号  

大竹市保育所設置条例の一部改正につ

いて 

（健康福祉部福祉課）  

１ 改正の理由及び内容 
現在休園中の本町保育所分園木野保育所を廃園するため，本条例の一

部を改正するもの 
２ 施行期日 
平成３１年４月１日 

 

 
健康福祉

部 長  
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 議案番号 件       名 内             容 提案説明者  
８  

議案第 19号  

大竹市国民健康保険条例の一部改正に

ついて 

（健康福祉部保健医療課）  

１ 改正の理由 
国民健康保険法施行令の一部改正に伴い，本条例の一部を改正するも

の。 
２ 改正の主な内容 
(１) 基礎賦課額に係る賦課限度額を現行の「５８万円」から「６１万

円」に引き上げ，現行の賦課限度額「９３万円」を「９６万円」に引

き上げる。 

(２) 軽減判定所得基準を引き上げる。 

・５割軽減 

（現行） ３３万円＋２７．５万円×被保険者数 

（改正後）３３万円＋２８  万円×被保険者数 

・２割軽減 

（現行） ３３万円＋５０万円×被保険者数 

（改正後）３３万円＋５１万円×被保険者数 

３ 施行期日等 
平成３１年４月１日（ただし，平成３０年度分までの保険料について

は，なお従前の例による。） 
 

 
健康福祉

部 長  
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 議案番号 件       名 内             容 提案説明者  
10  

議案第 20号  

大竹市介護保険条例の一部改正につい

て 

（健康福祉部地域介護課）  

１ 改正の理由 

介護保険法第１１５条の４９に規定する保健福祉事業を市の事業と

して実施するため，本条例の一部を改正するもの。 

２ 改正の主な内容 

次の事業を介護保険法第１１５条の４９に規定する保健福祉事業と

して実施するもの。 

・要介護被保険者を現に介護する者の支援のために必要な事業 

・被保険者が要介護状態等となることを予防するために必要な事業 

３ 施行期日 

平成３１年４月１日 
 

 
健康福祉

部 長  

 
11  

議案第 21号  
大竹市一般廃棄物処理施設の技術管理

者の資格を定める条例の一部改正につ

いて 

（市民生活部環境整備課） 
 

１ 改正の理由及び内容 

学校教育法の一部改正に伴い，廃棄物の処理及び清掃に関する法律施

行規則が一部改正され，一般廃棄物処理施設等に配置すべき技術管理者

の資格要件に，新たに専門職大学に係る要件が追加されたため，本条例

の一部を改正するもの。 

２ 施行期日 

平成３１年４月１日 
 

 
市民生活

部 長 
 
12  

議案第 22号  
大竹市水道事業に係る布設工事監督者

及び水道技術管理者に関する条例の一

部改正について 

（上下水道局業務課） 
 

１ 改正の理由及び内容 

学校教育法の一部改正に伴い，水道法施行令及び水道法施行規則が改

正され，布設工事監督者及び水道技術管理者の資格要件に，新たに専門

職大学に係る要件が追加されたため，本条例の一部を改正するもの。 

２ 施行期日 

平成３１年４月１日 
 

 
上下水道

局 長 
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 議案番号 件       名 内             容 提案説明者 
 
13 
 

 
議案第 23号  

大竹市火災予防条例の一部改正につい

て 

（消防本部）  

１ 改正の理由及び内容 

消防法令に関する重大な違反のある防火対象物について，その法令違

反の内容を利用者等に公表する制度を導入するため，本条例の一部を改

正するもの。 

２ 施行期日 

平成３２年４月１日 
 

 
消 防 長 

 
14  

議案第 24号  
大竹市地区集会所の指定管理者の指定

について 

（市民生活部自治振興課） 

 

 

木野集会所の管理を行わせる指定管理者を指定することについて，市議

会の議決を求めるもの。 

１ 指定管理者  木野一丁目自治会 

２ 指 定 期 間  平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 
 

 
市民生活

部 長 
 
15 
１

 

議案第 25号 

 

 

大竹市手すき和紙作業所の指定管理者

の指定について 

（教育委員会生涯学習課） 

 

大竹市手すき和紙作業所の管理を行わせる指定管理者を指定すること

について，市議会の議決を求めるもの。 
１ 指定管理者  おおたけ手すき和紙保存会 

２ 指 定 期 間  平成３１年４月１日から平成３４年３月３１日まで 
 

 

教 育 長 

 

 
16   

議案第 26号  
大竹市阿多田保育園の指定管理者の指

定について 
（健康福祉部福祉課）  

大竹市阿多田保育園の管理を行わせる指定管理者を指定することにつ

いて，市議会の議決を求めるもの。 
１ 指定管理者  社会福祉法人 大竹市社会福祉協議会 

２ 指 定 期 間  平成３１年４月１日から平成３４年３月３１日まで 
 

 
健康福祉

部 長 
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 議案番号 件       名 内             容 提案説明者  
17   

議案第 27号  
工事請負契約の締結について（本庁舎

耐震改修工事） 
（建設部監理課）  

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２

条の規定により，次のとおり工事請負契約を締結することについて，市議

会の議決を求めるもの。 

１ 工事名  本庁舎耐震改修工事 

２ 工事場所 大竹市小方一丁目地内 

３ 請負金額 ８９３，１６０，０００円 

４ 請負者  広島県広島市南区西荒神町１番８号 テリハ広島６階 

株式会社淺沼組 広島支店 

５ 工  期 議決の日の翌日から６３０日間 

 

【工事概要】 

・建築主体工事（耐震改修工事，外壁改修工事，防水改修工事等） 

・電気設備工事（電力設備改修工事，受変電設備改修工事，発電設備改

修工事等） 

・機械設備工事（空気調和設備改修工事，換気設備改修工事，給排水設

備改修工事等） 
 

 
建設部長 
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 議案番号 件       名 内             容 提案説明者  
18  

議案第 28号 

 

平成３０年度大竹市一般会計補正予算

（第４号） 

（総務部企画財政課） 

 

 
１ 歳入歳出予算の補正 

○補正予算額        １７８，２４９千円 

○予算総額      １５，７７０，５１８千円 

【補正予算の内容】 

（歳入） 

・自立支援給付費国庫負担金         １０，３７９千円 

・児童手当国庫負担金            △６，６６６千円 

・児童扶養手当国庫負担金          △３，１６７千円 

・母子家庭自立支援給付金国庫補助金     △１，１２５千円 

・再編交付金（総務費）           △１，３５８千円 

・再編交付金（民生費）          ２６１，７６９千円 

・再編交付金（農林水産業費）        △５，３７１千円 

・再編交付金（土木費）          △５４，８０４千円 

・再編交付金（消防費）              △２０千円 

・再編交付金（教育費）           １４，７２７千円 

・自立支援給付費県負担金           ５，１８９千円 

・児童手当県負担金             △１，６６６千円 

・子ども・子育て支援県交付金         １，４９９千円 

・土地売払収入               １０，７３３千円 

・図書館図書購入寄附金               ３０千円 

・社会体育事業寄附金                １０千円 

・財政調整基金繰入金             ９，０９０千円 

・市営住宅基金繰入金           △１０，０００千円 

・ブロック塀改修事業債            ４，０００千円 

・市道改良事業債              △２，９００千円 

・県道改良事業債              △３，２００千円 

・急傾斜地崩かい対策事業債          ２，２００千円 

・平原川河川改良事業債          △１７，１００千円 

・港湾改修事業債             △２１，０００千円 

・大竹会館改修事業債           △４４，０００千円 

・減収補填債                ３１，０００千円 
 

 

副 市 長  
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（歳出） 

・国庫補助金等返還金            ２４，９０２千円 
・備品購入費（防犯カメラ）         △１，２３５千円 
・備品購入費（自動体外式除細動器）（戸籍住民基本台帳事務） 

△１２１千円 
・障害者等自立支援給付事業         ２０，７９１千円 

・市立保育所運営管理事業（にこにここども基金積立金） 

５０，０００千円 
・市立保育所等整備事業（にこにここども基金積立金） 

２１５，０００千円 
・児童手当支給事業            △１０，０００千円 
・私立保育所等補助金             ２，７０２千円 
・母子・父子自立支援事業（高等職業訓練促進給付金） 

△１，５００千円 
・児童扶養手当支給事業           △９，５００千円 
・児童館運営管理事業（窓ガラス等安全対策工事） △４８６千円 
・漁業用施設改修補助金           △５，３７１千円 
・土地開発公社経営健全化補助金       ２１，９７１千円 
・阿多田中の川床版改修工事         △３，０００千円 
・道路・橋りょう新設，改良事業      △１９，７３０千円 
・県道等整備事業（県営事業負担金）     △３，６８０千円 

・立戸地区浸水対策工事          △３０，０００千円 

・平原川河川改良工事           △１８，０００千円 

・浸水対策事業（河川改良費）        △１，０００千円 

・急傾斜地崩かい対策事業(県)（県営事業負担金）２，２９７千円 

・港湾施設の修築・改良事業（県営事業負担金） 

△２４，０００千円 

・御園第１公園整備事業           △６，７００千円 

・市営住宅基金積立金            １０，７３３千円 

・御園集会所設計業務委託料        △１０，０００千円 

・備品購入費（自動体外式除細動器）（救急・救助体制充実事業） 

△２０千円 
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・備品購入費（自動体外式除細動器）（閉校施設管理事務） 

△２４２千円 

・備品購入費（自動体外式除細動器）（遠距離通学支援事業） 

△１２１千円 

・備品購入費（タブレット等）          △２８８千円 

・備品購入費（自動体外式除細動器）（小学校管理運営事業） 

△４８４千円 

・備品購入費（自動体外式除細動器）（中学校管理運営事業） 

△２４２千円 

・大竹会館改修事業（設計業務等委託料）  △４５，０００千円 

・備品購入費（図書）                ３０千円 

・小方学園プール市民開放事業（教育環境充実基金積立金） 

２０，５４３千円 
 

２ 繰越明許費の補正 
款 項 事業名 金額 

2 総務費 1 総務管理費 
公共施設等ブロック塀

改修事業 
7,800千円 

3 民生費 2 児童福祉費 
子ども・子育て支援事業

計画推進事業 
3,456千円 

3 民生費 2 児童福祉費 
私立保育所整備費補助

事業 
21,091千円 

8 土木費 
2 道路橋りょう

費 
県営事業負担金（道路） 3,600千円 

8 土木費 3 河川費 県営事業負担金（砂防） 2,300千円 

8 土木費 5 港湾費 県営事業負担金（港湾） 2,400千円 

8 土木費 6 都市計画費 
都市計画マスタープラ

ン等策定事業 
4,367千円 

10 教育費 4 社会教育費 大竹会館改修事業 35,000千円 
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３ 債務負担行為の補正 
(１) 追加 

事項 期間 限度額 

地区集会所管理運営に要する経

費 
平成３１年度 900千円以内 

地域公共交通整備に要する経費 平成３１年度 35,004千円以内 

玖波駅西口駅舎維持管理に要す

る経費 
平成３１年度 10,645千円以内 

保育所の用務員業務に要する経

費 
平成３１年度 7,656千円以内 

病児・病後児保育事業に要する経

費 
平成３１年度 11,109千円以内 

大竹市松ケ原こども館の運営に

要する経費 
平成３１年度 7,929千円以内 

予防接種等に要する経費 平成３１年度 81,445千円以内 

妊産婦歯科健康診査に要する経

費 
平成３１年度 847千円以内 

妊婦乳幼児健康診査に要する経

費 
平成３１年度 20,384千円以内 

大竹会館２階管理運営に要する

経費 
平成３１年度 1,000千円以内 

 

(２) 変更 

事項 期間 
限度額 

補正前 補正後 

通学バス運行に要する経費 平成３１年度 
13,433 

千円以内 

14,691 

千円以内 
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４ 地方債の補正 

起債の目的 
限度額 

補正前 補正後 

総務管理事業 179,400千円 183,400千円 

道路橋りょう整備事業 177,700千円 171,600千円 

河川整備事業 28,800千円 13,900千円 

港湾整備事業 31,900千円 10,900千円 

社会教育施設整備事業 90,600千円 46,600千円 

減収補填債 70,000千円 101,000千円 
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議案第 29号 

 

平成３０年度大竹市国民健康保険特別

会計補正予算（第３号） 

（総務部企画財政課） 

 

 

１ 歳入歳出予算の補正 

 ○補正予算額     ６８，２５９千円 

 ○予算総額   ３，５６９，７５９千円 

【補正予算の内容】 

（歳入） 

・保険給付費等交付金            ４０，０００千円 

・財政調整基金繰入金            ２２，９４４千円 

・前年度繰越金                  ７０４千円 

・過年度分療養給付費等負担金等        ４，６１１千円 

（歳出） 

・一般療養給付事務             ２０，０００千円 

・一般高額療養費支給事務          ２０，０００千円 

・療養給付費等負担金等返還事務       ２８，２５９千円 
 

 

副 市 長  
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議案第 30号 

 

平成３０年度大竹市介護保険特別会計

補正予算（第２号） 

（総務部企画財政課） 

 

 

１ 債務負担行為の補正 

事項 期間 限度額 

地域包括支援センターに要する

経費 
平成３１年度 36,337千円以内 

認知症初期集中支援推進等に要

する経費 
平成３１年度 18,218千円以内 

 
 

 

副 市 長  
 


